
令和３年１２月２１日 

報 道 発 表 資 料 

食中毒の発生について 

 川崎市高津区内の飲食店を原因施設とする食中毒が発生したので、お知らせ

します。 

１ 探知及び概要 

 令和３年１２月１４日（火）午後５時頃、東京都福祉保健局から、「１２

月７日（火）に川崎市高津区の飲食店を７人グループで利用したところ、４

人が下痢症状を呈している旨の届出があった。」との連絡が川崎市保健所に

ありました。 

これまでの調査から、届出グループのうち２人の便からカンピロバクター

が検出されたこと、患者全員に共通する食事が当該施設で提供された食品の

みであること、患者の症状等がカンピロバクターによる食中毒の特徴と一致

していること及び患者を診断した医師から食中毒の届出があったことから、

本日、川崎市保健所長が当該施設を原因施設とする食中毒事件と断定しまし

た。 

本市では、引き続き、調査を実施しています。 

２ 患者数 

４人（全員快方に向かっています。） 

３ 発症日時（初発） 

令和３年１２月１１日（土）午前０時 

４ 症状 

下痢、発熱、腹痛、吐き気、頭痛、寒気等 

５ 病因物質 

カンピロバクター

６ 原因施設 

名 称 

所在地 

営業者 

業 種 

〇〇〇〇 

川崎市高津区 

〇〇〇〇

飲食店 一般食堂 



７ 原因食品 

令和３年１２月７日（火）に当該施設で提供された食事 

参考：喫食メニュー 

焼鳥（レバー串、ねぎま、むね肉、ハツ等）、もつ煮、とりの唐揚

げ、焼鳥丼、揚げチーズ、キャベツの肉みそマヨネーズかけ等 

８ 措置 

（１）再発防止を指導 

（２）営業停止処分３日間 

（令和３年１２月２１日（火）から１２月２３日（木）まで） 

（３）従事者に対して衛生教育を実施予定 

川崎市内の食中毒発生状況（本件を含みます。） 

 件数 患者数 死者数 

令和３年１月１日～１２月２１日現在 １３件 ３２人 ０人 

令和２年 同時期 ６件 １２０人 ０人 

令和２年１月～令和２年１２月 ７件 １２１人 ０人 

《カンピロバクター》 

 食中毒を起こす細菌の一つであり、家畜、家禽等の腸管内に広く分布して

おり、排泄物により食肉や飲料水等を汚染します。 

 この菌は、比較的少ない菌量で感染しますが、乾燥に極めて弱く、また、

通常の加熱調理（７５℃以上で１分間以上）で死滅します。 

 生や加熱不足の鶏肉、調理中の取扱い不備により二次汚染された食品等を

原因とする食中毒が多発しています。 

○ 潜伏期間：１～７日間（２～５日間であることが多い。） 

○ 主な症状：下痢、腹痛、発熱、おう吐等 

《予防のポイント》 

○ 鶏肉等は、中心部まで十分に加熱する。（７５℃以上で１分間以上） 

○ 食肉は、他の食品と調理器具や容器を分けて、処理・保管する。 

○ 食肉を取り扱った後は、十分に手を洗ってから他の食品を取り扱う。 

○ 食肉に触れた調理器具などは、使用後に消毒・殺菌する。 

○ 動物を触った後は、十分に手を洗う。 

川崎市健康福祉局保健所食品安全課 伊達 

電 話  ０４４－２００－０１９８ 

ＦＡＸ  ０４４－２００－３９２７ 

 生・加熱不十分な肉（レバー等の内臓を含む。）には食中毒菌がついて

いる可能性があります。 

 肉は中心部までしっかり加熱しましょう！ 

市民・事業者のみなさまへ


